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【注】各サービスに該当する項目及び記載内容については、以下のとおり表示しています。 
   なお、特に記載のないものは、全サービス共通です。 
 
 訪介  →（介護予防）訪問介護 
 訪入  →（介護予防）訪問入浴介護 
 定期  →定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
 夜間  →夜間対応型訪問介護 
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① 実地指導での指摘事項にはどのようなものがあるか？ 
【運営基準】 
１．運営規程、重要事項説明書及び契約書に関すること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．勤務体制の確保に関すること 
 
 
 
 
 
 
 
３．訪問介護計画書の作成に関すること 
 
 
「② 訪問介護計画の作成等にあたって留意すべきことは？」（４～６ページ）参照。 

（１）重要事項説明書において、従業者の職務の内容の記載がない。 

 ☞ それぞれの職種がどのような職務を行うのかが利用者に分かるよう、各職種におけ

る職務の内容を記載してください。 

 

（２）①キャンセル料、②通常の事業の実施地域以外の地域の居宅においてサービスを提

供する場合の交通費、③サービス提供時に必要な料金（外出介助時の交通費等）の取

扱いについて、運営規程に記載がない場合や、実際の取扱いと記載内容が異なってい

る場合がある。 

☞ サービス利用料以外の費用を徴収する場合、①どのような場合に②どのくらいの費

用がかかるのかを、実態に合わせて明確に記載してください。また、内容については

重要事項説明書と整合を図ってください。 

なお、月の料金が定額報酬である介護予防訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護、夜間対応型訪問介護についてはキャンセル料の徴収はできません。 

 

（３）重要事項説明書について、サービス提供開始後に交付している。 

☞ 重要事項説明書は提供開始前に利用申込者又はその家族に交付して説明を行い、利

用申込者の同意を得てください。 

なお、説明を受ける家族が遠方に居住する場合など、やむを得ず交付が遅れる場合

は、サービス提供前に利用者又は家族に説明を行い、口頭で同意を得るなどし、同意

日等必要事項を記録しておく必要があります。 

（１）事業所が作成する勤務表に、職務の内容、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、兼

務関係が記載されていない。 

☞ 事業所ごとに月ごとの勤務表を作成し、従業者については、日々の勤務時間、職務

の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にしてください。 

 なお、従業員が別事業所（障害福祉サービス事業所等）の職種と兼務している場合

は、別事業所における職務の内容も記載する必要があります。 
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４．サービスの具体的取扱方針に関すること 
 
 
 
 
 
５．記録の整備に関すること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）サービス提供記録において、実際に実施した援助に関する記載が誤っている事例、

記載が漏れている事例、一部保管されていない事例がある。 

☞ 利用者に対する説明責任と介護給付の適正化の観点から、提供したサービスについ

ては確実に記録し、適正に保管してください。 

なお、サービス提供記録が確認できない事例については、他にサービスを提供した

根拠となる記録がない場合、過誤調整により自主返還を行う必要があります。 

 

（２）実地指導当日、訪問介護計画やサービスの提供の記録など、現在利用中の利用者に

係る過去の諸記録や既に利用を終了している利用者に係る諸記録が見当たらなかっ

た事例が多数あった。 

☞ 利用者に対するサービス提供に関する記録は、その完結の日から２年間保存してく

ださい。記録の保存にあたっては、法人の責任の元、確実に保管し、保管場所を確定

するよう留意してください。 

なお、過払い等の返還請求の消滅時効が地方自治法により５年であることから、記

録は５年間保管することが望ましいと考えます。 

 

（３）勤務実績表やサービス提供記録において、記載内容を修正液等で消したり、訂正し

たりしている。 

☞ 記録の修正を行う場合は、修正液や修正テープの利用は避け、二重線で見え消し訂

正する等、訂正前が分かるような対応を検討してください。 

 

（４）苦情や事故があったにも関わらず、記録されていない。 

☞ 苦情を受け付けた場合や事故が発生した場合には、当該苦情や事故の内容等を記録

し、サービスの質の向上を図ってください。 

事業所においては、苦情や事故の対応マニュアル及び記録様式を備え、どのような

内容から記録の整備が必要となるか、従業者に周知してください。 

（１）【定期・夜間】事業所内にキーボックスが設置してあるにも関わらず、利用者宅の

合鍵が、訪問用かばんに付けられたまま放置されている。 

☞ 利用者が安心できるよう、利用者から合鍵を預かる場合には、従業者であっても容

易に持ち出すことができないよう厳重な管理を行ってください。 



平成２７年度下関市介護保険サービス事業者集団指導《個別編》３ 

（訪問介護、介護予防訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護） 

3 
 

６．人員に関すること 
 
 
 
 
 
 
 
 
【介護給付費の算定】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（１）【訪介】初回加算を算定しているが、実際には算定要件を満たしていない、または

要件を満たしていることが確認できない。 

☞ 初回加算については、以下の要件を満たした場合に算定してください。利用料の公

平化のため、要件を満たしている場合は、必ず算定してください。 

①初回又は過去２月間（暦月）当該指定訪問介護事業所の利用がない※１利用者に対

し、 

②新規に訪問介護計画を作成しており、 

③初回又は初回訪問を行った月に、 

④サービス提供責任者が、 

⑤指定訪問介護を行った又は他の訪問介護員が指定訪問介護を行った際に同行※２し

た。 

※１）要支援から要介護になった場合で、一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所を

利用していた場合であっても、過去２月間（暦月）に当該訪問介護事業所を利用していなけれ

ば、要件を満たします。 

※２）サービス提供責任者が同行したことがわかるよう、サービス提供記録等に記録してください。 

 

（２）【訪介】緊急時訪問介護加算を算定しているが、記録が不十分である。 

☞ 緊急時訪問介護加算の算定に当たっては、①要請のあった時間、②要請の内容、③

提供時刻、④緊急時訪問介護加算の対象である旨、を記録してください。 

 

（３）【訪介】2人の訪問介護員等により訪問介護を行っているが、その必要性が書面で

確認できない。 

☞ 2人の訪問介護員等による訪問介護を提供する場合は、居宅サービス計画と調整を

行い、その必要性を訪問介護計画等に記録するなどして明確にしてください。 

 

（１）【訪介】サービス提供責任者の員数は、前３月の利用者数の平均値によるが、それ

を容易に確認できる資料が不十分である。 

☞ サービス提供責任者の必要な員数は、過去３か月の利用者数の平均から算出されま

す。適切な人員配置を行うため、①毎月の利用者数、②①から算出された必要なサー

ビス提供責任者の員数について、記録・保管を行ってください。（９ページ参照） 

  なお、②必要なサービス提供責任者の員数については、３か月に１度ではなく、毎

月算出する必要があることに留意してください。 
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② 訪問介護計画の作成等にあたって留意すべきことは？ 
 
  昨年度市が実施した実地指導で、訪問介護計画（介護予防訪問介護計画を

含む。以下同じ。）の未作成や必要な事項が記載されていない等の事例が多数

見受けられました。特に留意していただきたい事例及び指導内容を掲載しま

すので、今一度、貴事業所の訪問介護計画及び運営基準の点検をお願いいた

します。 
  
１．訪問介護計画の（再）作成、交付について 

  指定訪問介護（介護予防訪問介護を含む。以下同じ。）とは、訪問介護計画

に基づき行うものです。サービスを提供するにあたっては、サービス提供責

任者が訪問介護計画を作成し、利用者へ説明・交付しなければなりません。 
 
【事例１】 

・訪問介護計画を作成していない事例が多数ある。 

・訪問介護計画の作成が確認できない事例が1件あった。 

・作成した訪問介護計画を交付していない事例が多数ある。 

【指導内容】 

☞指定訪問介護とは、訪問介護計画に基づき行うものであるため、仮に作成されていないの

であれば、運営基準違反である。 

また、作成していたとしても、作成した訪問介護計画については、その内容について利用

者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た上で、利用者に交付しなければならないた

め、上記手続を行っていないのであれば、同じく運営基準違反である。 

訪問介護計画は、援助の目標達成のための内容の明確化と介護給付の適正化の観点から、

必ず作成し、その内容について利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た上で、

利用者に交付すること。また、その完結の日から2年間保存すること。 

なお、説明を受ける家族が遠方に居住する場合など、やむを得ず交付が遅れる場合は、サ

ービス提供前に利用者又は家族に説明を行い、口頭で同意を得るなどし、同意日等必要事

項を記録しておくこと。 

【事例２】 

・サービス提供責任者が、指定訪問介護の内容に変更がない場合は訪問介護計画の再作成

は必要ないと認識していたため、利用者の要介護（要支援）認定の更新や居宅介護（介護

予防）支援事業者の変更による居宅サービス計画（介護予防サービス計画を含む。以下同

じ）変更時に、訪問介護計画の再作成を行っていない事例がある。 

【指導内容】 

☞たとえ指定訪問介護の内容に変更がない場合であっても、居宅サービス計画の変更があ

った場合には、訪問介護計画の再作成を行うこと。 

 
  訪問介護計画は、居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画

の内容に沿って作成されなければなりません。 
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  また、居宅サービス計画に変更が生じる場合には利用者の状況に変化があ

るため、指定訪問介護の内容に変更がなくても計画を見直す必要があります。

よって、指定訪問介護の内容に変更がなくても、居宅サービス計画に変更（要

介護認定の更新によるものも含む。）があれば訪問介護計画の変更を行うこと

としてください。（ただし、居宅サービス計画が軽微な変更で対応された場合

は、訪問介護計画も軽微な変更で対応することは可能。）結果として、１の居

宅サービス計画につき１（以上）の訪問介護計画を作成することとなります。 
 
 
２．ケアプランとの整合性、訪問介護計画に沿った援助の実施について 

  既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問介護

計画を作成しなければなりません。また、サービスは訪問介護計画に基づいて

提供しなければなりません。 
 
【事例】 

・居宅サービス計画に記載されているサービス内容との相違がある。または、居宅サービ

ス計画に位置付けられていないサービスを訪問介護計画に位置付け、提供している事例が

あった。 

・同一法人が運営する有料老人ホームに入居する利用者について、事業所の人員上の都合

により、居宅サービス計画に位置付けられた頻度のサービス提供を実施せず、代わりに当

該有料老人ホームの従業者が当該有料老人ホームのサービスの範囲内で対応していた事

例があった。 

・実際の援助内容が訪問介護計画に位置付けられている内容と異なる事例が散見された。 

【指導内容】 

☞訪問介護計画の内容は居宅サービス計画の内容と整合を図ること。 

☞利用者の状態の変化等により追加サービスが必要となった場合は、居宅介護支援事業者

（介護予防支援事業者）へ連絡を行う等、居宅サービス計画等の変更に係る援助を行う

こと。 

☞居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しな

ければならないため、居宅サービス計画に沿った指定訪問介護の提供が困難な場合には、

適当な他の訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を講じること。 

  なお、介護保険サービスを用いる必要性がないのであれば、居宅サービス計画そのもの

の見直しに係る必要な援助を行うこと。 

☞指定訪問介護サービスは訪問介護計画に基づき提供されるものであり、報酬算定の根拠

であるため、訪問介護計画に基づいてサービスを提供すること。また、変更が生じた場

合は、速やかに変更し、利用者に説明、同意を得、交付すること。 

 
 
３．訪問介護計画に必要な記載事項について 

  現在、下関市において、訪問介護計画書に記載が必要な内容は、次のとおり

です。 
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  上記の必要事項の記載漏れの他、以下の事例も見受けられましたので、訪

問介護として提供するサービスについては漏れなく当該計画に記載するよう

に留意して下さい。 
【事例】 

・訪問介護計画の内容に不十分な箇所がある。 

【指導内容】 

☞週 2回の生活援助を位置付けている事例において、援助の内容が各曜日で異なるのであ

れば、曜日ごとで内容及び所要時間を記載するか、または、いずれかの曜日にしか実施

しない援助内容についてその旨を記載し、各日の所要時間を正しく記載すること。 

☞必要時の援助として居宅サービス計画に位置付けられた援助についても内容と所要時間

を記載すること。 

 
４．その他 

  モニタリングの結果について、介護予防支援事業者に報告した場合は、報

告したことが書面でわかるよう、報告した旨（「平成○年○月○日FAX送信済」

等）を記載し、保管してください。 

【事例】 

①アセスメントを実施していない（又はその記録がない） 

②介護予防訪問介護利用者に対するモニタリングを実施していない。 

【指導内容】 

☞訪問介護計画の作成に当たっては利用者の状況を把握・分析し、訪問介護の提供によっ

て解決すべき問題状況を明らかにすること。 

☞介護予防訪問介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なく

とも 1回は、モニタリング（介護予防訪問介護計画の実施状況の把握）を行い、その結

果を記録し、当該記録を介護予防支援事業者に報告し、報告した旨を記録しておくこと。 

・援助の方向性や目標 

・担当する訪問介護員等の氏名（※援助に入る者全員分） 

・提供するサービスの具体的内容 

・提供するサービスの具体的内容毎の所要時間（※「必要時」や「随時」のものについても

記載すること） 

・提供するサービスの日程 

・当該計画の期間（※介護予防訪問介護計画の場合のみ） 

・当該計画の作成者の氏名 

・当該計画の説明者の氏名 

・利用者に対し、当該計画について「説明」し、「同意」を得、「交付」を行ったことが確認で

きる文言 

・利用者の同意欄 

・代筆者の続柄欄（※代筆者欄を設ける場合のみ） 
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③ 【訪介】サービス提供責任者の配置基準はどのように変わるの

か？ 
 

従前の取扱い  平成２７年４月以降 

全ての事業所において、利用者４０

人に対してサービス提供責任者１人

以上の配置が必要。 

 

 ①常勤のサービス提供責任者を３人

以上配置し、②サービス提供責任者

の業務に主として従事する者を１人

以上配置している事業所において、

③サービス提供責任者が行う業務が

効率的に行われている場合は、利用

者５０人に対してサービス提供責任

者１人以上の配置で良い。 

 

②「サービス提供責任者の業務に主として従事する者」とは… 
 

サービス提供責任者が行う業務（訪問介護計画書の作成、アセスメント・

モニタリングの実施、訪問介護員の勤務調整等）を主として行い、訪問介護

員として行ったサービス提供時間（事業所における待機時間や移動時間は除

く。）が、１月あたり３０時間以内であること。 
 
 

③「サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている」場合とは… 
 

 居宅基準においてサービス提供責任者が行う業務として規定されているも

のについて、省力化・効率化が図られていることが必要であり、例えば、以

下のような取組が行われていることをいう。 
 

・訪問介護員の勤務調整（シフト管理）について、業務支援ソフトなどの活用により、

迅速な調整を可能としていること 

・利用者情報（訪問介護計画やサービス提供記録等）について、タブレット端末やネッ

トワークシステム等のＩＴ機器・技術の活用により、職員間で円滑に情報共有するこ

とを可能としていること 

・利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体制（主担当や副担当

を定めている等）を構築する等により、サービス提供責任者業務の中で生じる課題に

対しチームとして対応することや、当該サービス提供責任者が不在時に別のサービス

提供責任者が補完することを可能としていること 
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 なお、利用者５０人に対しサービス提供責任者を１名以上配置する事業所に

おいて、常勤換算方法を採用する場合は、下表を参照してください。 
 

 
 

【例】前３月の利用者数の平均が２１０人の事業所の場合 
 

２１０人 ÷ ５０人 ＝ ４．２人 
利用者数       必要なサービス提供責任者の数 
 

４．２人 － ４人 ＝ ０．２人 
必要な常勤のサービス提供責任者の数 

 

当該事業所で必要なサービス提供責 

任者の員数は、 
 

 常 勤：  ４人 

非常勤：０．５人 

合 計：４．５人 
 

となります。 

 

※ここで示す４．５人は最低限必要な数であるため、常勤５人の配置であっ

ても差し支えありません。 

  

●利用者５０人に対しサービス提供責任者１人以上の配置が必要な事業所

利用者の数
常勤換算方法としない場合に必

要となるサービス提供責任者数

常勤換算方法を採用する事業所
で必要となる常勤のサービス提

供責任者数

５０人以下 3 3
５０人超１００人以下 3 3
１００人超１５０人以下 3 3
１５０人超２００人以下 4 3
２００人超２５０人以下 5 4
２５０人超３００人以下 6 4
３００人超３５０人以下 7 5
３５０人超４００人以下 8 6
４００人超４５０人以下 9 6
４５０人超５００人以下 10 7
５００人超５５０人以下 11 8
５５０人超６００人以下 12 8
６００人超６５０人以下 13 9

利用者の数が２００人超２５０人以

下なので、必要な常勤のサービス提供

責任者の人数は４人（上表参照） 

０．２人分の配置は、非常勤の

サービス提供責任者でも良い 

サービス提供責任者として配置できるのは、常勤の勤務すべき

時間数の半分以上勤務している者（常勤換算０．５以上の者）

に限られるため、非常勤０．２人の配置はできない 
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④ サービス提供責任者の配置について留意すべきことは？ 
 
（１）利用者数 

 サービス提供責任者は、利用者数に応じて必要な員数を配置してください。 
 利用者の数については、前３月の平均値※を用います。 
 

※前３月の平均値は、暦月ごとの実利用者の数を合算し、３で除して得た数とする。 

※通院等乗降介助に該当するもののみを利用した者の数については、０．１人として計算す

る。 

※指定（介護予防）訪問介護事業所と居宅介護事業所等（居宅介護、同行援護、行動援護

又は重度訪問介護事業所）を一体的に運営している場合、事業所全体の利用者数の合計

すること。ただし、重度訪問介護については利用者数が１０人以下の場合に限る。 

※新規に指定を受ける事業所については、推定数による。 
 

  人員基準を満たしていることを確認していただくため、市ホームページに

て「サービス提供責任者の配置に関する確認書」（Excel）を掲載しています。 
  サービス提供責任者の員数の増減等、変更があった場合には、指定事項等

変更届の添付書類の一部として、上記確認書をご提出いただきますようお願

いいたします。また、変更がない場合でも、前３月の平均値を計算できるよ

うに、各事業所においては、毎月の利用者数を把握しやすい形式で記録、保

管してください。（上記確認書に限らず、貴事業所の様式でも結構です。） 
 〔ホームページ掲載場所〕 

 下関市ホームページトップページ（http://www.city.shimonoseki.lg.jp/） 

 → 事業者の方へ 

 → 保健・福祉 

 → 介護保険 

  → 介護保険サービス事業の申請様式等について（訪問通所系サービス） 
 

（２）常勤換算方法によることができる場合 

   利用者の数が４０人を超える事業所については、常勤換算方法とするこ

とができます。以下に従って常勤の必要員数を確認してください。 
  ①常勤換算方法とする場合における配置すべきサービス提供責任者の員数

は、利用者の数を４０で除して得られた数（小数第１位切り上げ）以上とします。 
  ②①に基づき、①で算出した数のうち、下表の右欄に記載されてある員数

の常勤のサービス提供責任者を配置するものとします。 
  ③①のうち、②に基づき必要とされる常勤のサービス提供責任者の員数を

除いた、残り数については、非常勤のサービス提供責任者を配置すること

ができます。 

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/
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【注意点】 
●サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当

該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の訪問

介護員等が勤務すべき時間数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本としま

す。）の２分の１以上に達している者でなければなりません。 

○利用者が４０人未満の場合であっても、常勤のサービス提供責任者 1名が確
保されていれば、それを超える範囲について常勤換算方法によって常勤及び非

常勤のサービス提供責任者を加配することは差し支えありません。 
○別表１におけるサービス提供責任者数は事業所ごとに最小限必要な員数であ

り、１人のサービス提供責任者が担当する利用者の数の上限を定めたものでは

ありません。業務の実態に応じて必要な員数を配置してください。 

 
【例１】利用者の数が５５人 

 ５５人÷４０＝１．３７５→（小数第１位に切り上げ）１．４ 

 ○配置すべきサービス提供責任者の員数１．４以上 

  →１．４のうち、１は常勤による配置が必要。 

→残り０．４以上については、０．５以上を非常勤のサービス提供責任者にて配置することが

可能。 

 

【例２】利用者の数が２７０人 

 ２７０人÷４０＝６．７５人→（小数点第１位に切り上げ）６．８ 

 ○配置すべきサービス提供責任者の員数６．８以上 

  →６．８のうち、５は常勤による配置が必要。 

  →残り０．８以上について、非常勤による配置が可能。 

 

  

●利用者４０人に対しサービス提供責任者１人以上の配置が必要な事業所

【解釈通知別表一より抜粋】

利用者の数
常勤換算方法としない場合に必要と
なるサービス提供責任者数

常勤換算方法を採用する事業所で
必要となる常勤のサービス提供責任
者数

４０人以下 1 1
４０人超８０人以下 2 1
８０人超１２０人以下 3 2
１２０人超１６０人以下 4 3
１６０人超２００人以下 5 4
２００人超２４０人以下 6 4
２４０人超２８０人以下 7 5

… … …



平成２７年度下関市介護保険サービス事業者集団指導《個別編》３ 

（訪問介護、介護予防訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護） 

11 
 

⑤ 【訪介】身体介護２０分未満の算定はどのように変わるのか？ 
 

訪問介護において、所要時間２０分未満の身体介護中心型（身体０）の算定

要件が変更となりました。 

 従来は、算定する時間帯により要件が異なりましたが、平成２７年度改正に

より、（１）前後の援助からおおむね２時間以上の間隔を空けることが必要な身

体０と、（２）前後の援助からおおむね２時間以上の間隔を空けない（頻回の訪

問が可能である）身体０に分かれました。 

 以下は、２０分未満の身体介護の見直し後の図です。 

 

 
 

上図の「２時間ルール」とは、前回提供した訪問介護から概ね２時間以上の

間隔を空けることです。

（１） 通常の訪問介護 【２時間ルールの適用されるもの】

指定あり 実施予定

日
中

夜
間

（２） 頻回の訪問介護 【２時間ルールが適用されないもの】

指定あり 実施予定

日
中

夜
間

○頻回の訪問介護を含む利用者の訪問介護費は、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護費（Ⅰ）（訪問看護サービスを含まないもの）を上限

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護の状況

通常の
訪問介護
事業所

通常の
訪問介護
事業所

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護の状況

要介護１～要介護５

要介護３

～

要介護５

要介護１～

要介護５
要介護１・２

は認知症の

者に限る

算定不可
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 ２時間ルールが適用される「（１）通常の訪問介護」においては、前後の訪問

介護からおおむね２時間未満の間隔で提供された場合には、身体０で算定する

のではなく、それぞれの所要時間を合算してください。（緊急時訪問介護加算を

算定する場合を除く。） 

 なお、「（２）頻回の訪問介護」における要件の詳細は、以下のとおりです。 

 

対象事業所 下記要件を満たす事業所（届出不要※） 

※「定期巡回・随時対応サービスに関する状況等に係る届出書」の届出は行う

こと。 

対象利用者 ●下記①に適合し、かつ②又は③のいずれかに適合する者。 

①サービス担当者会議で、概ね５日/週以上、頻回の訪問を含む身体０の提

供が必要であると認められた利用者 

②要介護１又は２で、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上の者※ 

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定を受け一体的に運営して

いる事業所に限る。 

③要介護３以上で、障害高齢者の日常生活自立度がＢ以上の者 

要件 ●利用者又はその家族等から連絡があった場合に、常時対応できる体制に

あること 

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定を受け一体的に運営している

又は指定を受ける計画を作成していること 

●利用者についてのサービス担当者会議を３か月に１度以上開催し、サー

ビス提供責任者が参加していること 

●営業時間に午前６時から午後１０時までを含むこと 

●１月当たりの訪問介護費が、利用者の要介護度に応じた定期巡回・随時

対応型訪問介護看護費を超えないこと 

●「頻回の訪問」に該当するサービスであることが、ケアプランにおいて

明確に位置付けられていること 

 
 ２０分未満の身体介護中心型については、下限となる所要時間はありません

が、本区分により提供されるサービスについては、排泄介助、体位交換、服薬

介助、起床介助、就寝介助等といった利用者の生活にとって定期的に必要な短

時間の身体介護を想定したものであるため、訪問介護の内容が単なる本人の安

否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護を行う場合には、算

定できません。 
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⑥ 集合住宅減算はどのような場合に対象となるのか？ 
 

 訪問系サービスについて、集合住宅に居住する利用者にサービスを行った場

合の算定方法の見直しが行われました。 

 

従前の取扱い  平成２７年４月以降 

【訪介・訪入・夜間】 

事業所の所在する建物と同一建物に

居住する前年度の１月当たりの実利

用者の数が３０人以上である場合に

所定単位数の１００分の９０で算定

する。 

【定期】 

減算なし 

 ①事業所の所在する建物と同一敷地

内若しくは隣接する敷地内の建物若

しくは事業所と同一建物に居住する

利用者又は②同一建物に２０人以上

居住する建物の利用者に対して訪問

した場合に、所定単位数の１００分

の９０で算定する。 

※【定期】は①のみ 

 

 

該当サービス 減算の内容 算定内容

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
夜間対応型訪問介護

10％減算

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護
※算定内容は、右
記記載の①のみ

600単位/月
減算

①事業所と同一建物に居住する者、若しくは事業所と同一の敷地内又は
隣接する敷地内に所在する建物（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有
料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）に居住する者
※事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接す
る敷地（当該事業所と建物が道路等を挟んで設置している場合を含む。）にある
建築物のうち効率的なサービス提供が可能なもの。同一建物については、当該
建築物の管理、運営法人が介護事業者と異なる場合であっても該当する。（②
も同じ。）
【該当する例】
・事業所と建物が渡り廊下等で繋がっている場合
・同一の敷地内もしくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟
の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合
【該当しない例】
・同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合
・隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断する
ために迂回しなければならない場合

②上記以外の範囲に所在する建物（建物の定義は同上）に居住する者
（当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合）
※①に該当するもの以外で、建物に当該事業所の利用者が20人以上居住する
場合に該当する。同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物
の利用者数を合算するものではない。
この場合の利用者数は、1月間（歴月）の利用者数の平均であり、当該月におけ
る1日ごとの該当する建物に居住する利用者数の合計を、当該月の日数で除し
て得た値（小数点以下切り捨て）とする。
【該当しない例】
同一建物に、複数のサービス付き高齢者向け住宅として登録された住戸が点在
するもの（サービス付き高齢者向け住宅として登録された住戸が特定の階層に
まとまっているものを除く。）であって、当該建物の総戸数のうち、サービス付き
高齢者向け住宅の登録戸数が5割に満たない場合。
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【Ｑ】月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退

去した場合、月の全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。 
【Ａ】集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居

した日までの間に受けたサービスについてのみ減算の対象となる。  
月の定額報酬であるサービスのうち、介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問介

護費（Ⅱ）及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護費については、利用者が減算

対象となる建物に居住する月があるサービスに係る報酬（日割り計算が行われる

場合は日割り後の額）について減算の対象となる。  
なお、夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）の基本夜間対応型訪問介護費については減

算の対象とならない。また、（介護予防）小規模多機能型居宅介護費及び看護小規

模多機能型居宅介護費については利用者の居所に応じた基本報酬を算定する。  
  

※ 平成 24年度介護報酬改定 Q＆A（vol.１）（平成 24年 3月 16日）訪問系サー
ビス関係共通事項の問１は削除する。 【Ｑ＆Ａ H27.4.1】 
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【Ｑ】集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であって

も「サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこ

と」とされているが、具体的にはどのような範囲を想定しているのか。 
【Ａ】集合住宅減算は、訪問系サービス（居宅療養管理指導を除く）について、例えば、

集合住宅の 1 階部分に事業所がある場合など、事業所と同一建物に居住する利用者
を訪問する場合には、地域に点在する利用者を訪問する場合と比べて、移動等の労

力（移動時間）が軽減されることから、このことを適正に評価するために行うもの

である。 
従来の仕組みでは、事業所と集合住宅（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料

老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。以下同じ。）が一体的な建築物

に限り減算対象としていたところである。  
今般の見直しでは、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様の移動時間

により訪問できるものについては同様に評価することとし、「同一敷地内にある別

棟の集合住宅」、「隣接する敷地にある集合住宅」、「道路等を挟んで隣接する敷地に

ある集合住宅」のうち、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様に移動時

間が軽減されるものについては、新たに、減算対象とすることとしたものである。  
このようなことから、例えば、以下のケースのように、事業所と同一建物の利用

者を訪問する場合とは移動時間が明らかに異なるものについては、減算対象とはな

らないものと考えている。  
・ 広大な敷地に複数の建物が点在するもの（例えば、ＵＲ（独立行政法人都市

再生機構）などの大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模

の敷地）  
・ 幹線道路や河川などにより敷地が隔てられており、訪問するために迂回しな

ければならないもの  
【Ｑ＆Ａ H27.4.1】 

【Ｑ】「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に 
居住する利用者に対し訪問する場合、利用者が 1 月あたり 20 人以上の場合減算の対
象となるが、算定月の前月の実績で減算の有無を判断することとなるのか。 

【Ａ】算定月の実績で判断することとなる。 
【Ｑ＆Ａ H27.4.1】 
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【Ｑ】「同一建物に居住する利用者が 1月あたり 20人以上である場合の利用者数」とは、 
どのような者の数を指すのか。  

【Ａ】この場合の利用者数とは、当該指定訪問介護事業所とサービス提供契約のある利

用者のうち、該当する建物に居住する者の数をいう。（サービス提供契約はあるが、

当該月において、訪問介護費の算定がなかった者を除く。） 【Ｑ＆Ａ H27.4.1】 
 

【Ｑ】集合住宅減算の対象となる「有料老人ホーム」とは、未届であっても実態が備わ

っていれば「有料老人ホーム」として取り扱うことでよいか。  
【Ａ】 貴見のとおり、老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第 29条第１項に規定す
る有料老人ホームの要件に該当するものであれば、集合住宅減算の対象となる。 

【Ｑ＆Ａ H27.4.1】 
 

【Ｑ】集合住宅減算として、①指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷 
地内の建物の利用者、②指定訪問介護事業所の利用者が 20 人以上居住する建物の
利用者について減算となるが、例えば、当該指定訪問介護事業所と同一建物に 20
人以上の利用者がいる場合、①及び②のいずれの要件にも該当するものとして、減

算割合は△20％となるのか。  
【Ａ】 集合住宅減算は、①指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内
の建物（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者

向け住宅に限る。）の利用者又は②①以外の建物であって、当該指定訪問介護事業所

における利用者が同一建物（建物の定義は①と同じ。）に 20人以上居住する建物の
利用者について減算となるものであり、①と②は重複しないため、減算割合は△

10％である。【Ｑ＆Ａ H27.4.1】 
 

【Ｑ】 集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異 
なる法人である場合にはどのような取扱いとなるのか。 

【Ａ】 サービス提供事業所と建物を運営する法人が異なる場合も減算対象となる。 
【Ｑ＆Ａ H27.4.1】 
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⑦ 特定事業所加算・サービス提供体制強化加算はどのように変わ

るのか？ 
 

（１）特定事業所加算【訪問介護】 
 

 訪問介護における特定事業所加算においては、①中重度要介護者の受け入れ、

②基準を上回るサービス提供責任者の配置を評価した、特定事業所加算（Ⅳ）

が新設されました。 
 

加算 要件 

（Ⅰ） 

所定単位数

×20％ 

①事業所の全ての訪問介護員に対し、訪問介護員ごとに研修計画を

作成し、当該計画に従い、研修（外部研修を含む。）を実施又は実

施を予定していること。 

②事業所従業者の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分

の３０以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎

研修課程修了者の占める割合が１００分の５０以上であること。 

③事業所の全てのサービス提供責任者が３年以上の実務経験を有す

る介護福祉士又は５年以上の実務経験を有する実務者研修修了者

若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは１級課程修了者で

あること。 

④前年度又は算定日が属する月の前３月間における利用者の総数の

うち、要介護状態区分が要介護４以上である者、認知症高齢者の

日常生活自立度がⅢ以上である者、たんの吸引等の行為を必要と

する者の占める割合が１００分の２０以上であること。 

※共通要件

について

は次頁参

照。 

（Ⅱ） 

所定単位数

×10％ 

上記①に適合し、かつ、②又は③のいずれかに適合すること。 

（Ⅲ） 

所定単位数

×10％ 

上記①④に適合すること。 

（Ⅳ） 

所定単位数

×5％ 

●事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者

ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修（外部研修を含

む。）を実施又は実施を予定していること。 

●配置すべき常勤のサービス提供責任者が２人以下（利用者が８０

人以下）の事業所であって、配置基準を上回る常勤のサービス提

供責任者を１人以上配置していること。 

●前年度又は算定日が属する月の前３月間における利用者の総数の

うち、要介護状態区分が要介護３以上である者、認知症高齢者の

日常生活自立度がⅢ以上である者、たんの吸引等の行為を必要と

する者の占める割合が１００分の６０以上であること。 
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加算 要件 

（Ⅰ）～（Ⅳ） ●利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又

は事業所における訪問介護員の技術指導を目的とした会議をおおむね１月

に１回以上開催し、その概要を記録すること。 

●サービス提供責任者が、利用者を担当する訪問介護員に対し、サービス提

供前に、文書等により利用者に関する情報やサービス提供時の留意事項を

伝達し、サービス提供終了後に、適宜報告を受けること。 

●事業所の全ての訪問介護員（非常勤を含む。）に対し、健康診断等を定期的

に実施すること。 

●緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。 

 

 

（２）サービス提供体制強化加算【訪問入浴介護】 
 

訪問入浴介護におけるサービス提供体制強化加算においては、より手厚い介

護福祉士等の配置を評価した、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イが新設され

ました。（従来のサービス提供体制強化加算（Ⅰ）は、加算（Ⅰ）ロに変更） 
 

加算 要件 

（Ⅰ）イ 

36単位/回 

●事業所従業者※の総数のうち、介護福

祉士の占める割合が１００分の４０以

上又は介護福祉士、実務者研修修了者

及び介護職員基礎研修課程修了者の占

める割合が１００分の６０以上である

こと。 

※管理者専従である者を除く。以下同じ。 

●事業所の全ての従業者に対し、従業

者ごとに研修計画を作成し、当該計

画に従い、研修（外部研修を含む。）

を実施又は実施を予定しているこ

と。 

●利用者に関する情報若しくはサービ

ス提供に当たっての留意事項の伝達

又は事業所における従業者の技術指

導を目的とした会議をおおむね１月

に１回以上開催し、その概要を記録

すること。 

●事業所の全ての従業者（非常勤を含

む。）に対し、健康診断等を定期的に

実施すること。 

（Ⅰ）ロ 

24単位/回 

●事業所従業者の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が１００分の３０以上

又は介護福祉士、実務者研修修了者及

び介護職員基礎研修課程修了者の占め

る割合が１００分の５０以上であるこ

と。 
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（３）サービス提供体制強化加算【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 
 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護におけるサービス提供体制強化加算にお

いては、より手厚い介護福祉士等の配置を評価した、サービス提供体制強化加

算（Ⅰ）イが新設されました。（従来のサービス提供体制強化加算（Ⅰ）は、加

算（Ⅰ）ロに変更） 
 

加算 要件 

（Ⅰ）イ 

640単位/月 

●事業所従業者※の総数のうち、介護福祉士の

占める割合が１００分の４０以上又は介護

福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基

礎研修課程修了者の占める割合が１００分

の６０以上であること。 

※管理者専従である者を除く。以下同じ。 

●事業所の全ての従業者に対

し、従業者ごとに研修計画を

作成し、当該計画に従い、研

修（外部研修を含む。）を実

施又は実施を予定している

こと。 

●利用者に関する情報若しく

はサービス提供に当たって

の留意事項の伝達又は事業

所における従業者の技術指

導を目的とした会議をおお

むね１月に１回以上開催し、

その概要を記録すること。 

●事業所の全ての従業者（非常

勤を含む。）に対し、健康診

断等を定期的に実施するこ

と。 

（Ⅰ）ロ 

500単位/月 

●事業所従業者の総数のうち、介護福祉士の

占める割合が１００分の３０以上又は介護

福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基

礎研修課程修了者の占める割合が１００分

の５０以上であること。 

（Ⅱ） 

350単位/月 

●事業所従業者の総数のうち、常勤職員の占

める割合が１００分の６０以上であるこ

と。 

（Ⅲ） 

350単位/月 

●事業所従業者の総数のうち、勤続年数３年

以上の者の占める割合が１００分の３０以

上であること。 
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（４）サービス提供体制強化加算【夜間対応型訪問介護】 
 

夜間対応型訪問介護におけるサービス提供体制強化加算においては、より手

厚い介護福祉士等の配置を評価した、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ及び

（Ⅱ）イが新設されました。（従来のサービス提供体制強化加算（Ⅰ）は加算（Ⅰ）

ロに、加算（Ⅱ）は加算（Ⅱ）ロに変更） 
 

加算 要件 

（Ⅰ）イ 

18単位/回 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
（
Ⅰ
）
を
算
定 

●事業所従業者※の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が１００分の４０以上

又は介護福祉士、実務者研修修了者及び

介護職員基礎研修課程修了者の占める

割合が１００分の６０以上であること。 

※管理者専従である者を除く。以下同じ。 

●事業所の全ての従業者に

対し、従業者ごとに研修

計画を作成し、当該計画

に従い、研修（外部研修

を含む。）を実施又は実施

を予定していること。 

●利用者に関する情報若し

くはサービス提供に当た

っての留意事項の伝達又

は事業所における従業者

の技術指導を目的とした

会議をおおむね１月に１

回以上開催し、その概要

を記録すること。 

●事業所の全ての従業者

（非常勤を含む。）に対

し、健康診断等を定期的

に実施すること。 

（Ⅰ）ロ 

12単位/回 

●事業所従業者の総数のうち、介護福祉士

の占める割合が１００分の３０以上又

は介護福祉士、実務者研修修了者及び介

護職員基礎研修課程修了者の占める割

合が１００分の５０以上であること。 

（Ⅱ）イ 

126単位/月 夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
（
Ⅱ
）
を
算
定 

●事業所従業者の総数のうち、介護福祉士

の占める割合が１００分の４０以上又

は介護福祉士、実務者研修修了者及び介

護職員基礎研修課程修了者の占める割

合が１００分の６０以上であること。 

（Ⅱ）ロ 

84単位/月 

●事業所従業者の総数のうち、介護福祉士

の占める割合が１００分の３０以上又

は介護福祉士、実務者研修修了者及び介

護職員基礎研修課程修了者の占める割

合が１００分の５０以上であること。 
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⑧ 【定期】総合マネジメント体制強化加算の算定にあたって留意

すべき点は？ 
 

市に算定の届け出をした事業所が、利用者の生活全般に着目し、日頃から主

治医や看護師等と適切に連携するための体制構築に取り組んだ際の評価として、

１月につき１，０００単位を所定単位数に加算する総合マネジメント体制強化

加算が創設されました。（※区分支給限度基準額管理の対象外） 
 

 当該加算を算定する場合には、以下の各号のいずれにも該当している必要が

あります。 

 

イ 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、

計画作成責任者、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の見直しを行っていること。 

ロ 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、事業

所が提供することのできる指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体

的な内容に関する情報提供を日常的に行っていること。 

 

 

 

【Ｑ】 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の総合マネジメント体制強化加算につい
て、「病院又は診療所等に対し、日常的に情報提供等を行っている」こととある

が、「日常的に」とは、具体的にどのような頻度で行われていればよいか。 
【Ａ】  定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する事業所は、日々変化し得る
利用者の状態を確認しつつ、適時・適切にサービスを提供することが求められ

るサービスであり、病院、診療所等に対し、日常的に情報提供等を行うことに

より連携を図ることは、事業を実施する上で必要不可欠である。  
情報提供等の取組は、一定の頻度を定めて評価する性格のものではなく、事

業所と病院、診療所等との間で、必要に応じて適時・適切な連携が図られてい

れば、当該要件を満たすものである。  
なお､情報提供等の取組が行われていることは、サービス提供記録や業務日誌

等、既存の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすこ

とを目的として、新たに書類を作成することは要しない。 
【Ｑ＆Ａ H27.4.1】 
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【Ｑ】 総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、
随時、関係者（小規模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、

准看護師、介護職員その他の関係者）が共同して個別サービス計画の見直しを

行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに当たり全ての職種が関

わることが必要か。また、個別サービス計画の見直しが多職種協働により行わ

れたことを、どのように表せばよいか。 
【Ａ】 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規
模多機能型居宅介護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認

しつつ、一体的なサービスを適時・適切に提供することが求められている。こ

れらの事業では、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の医師や看護師、

その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、通

常の居宅サービスとは異なる「特有のコスト」を有しているため、総合マネジ

メント体制強化加算により評価するものである。 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規

模多機能型居宅介護を提供する事業所における個別サービス計画の見直しは、

多職種協働により行われるものであるが、その都度全ての職種が関わらなけれ

ばならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわるこ

とで足りるものである。  
また、個別サービス計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレ

ンスなどの会議の場により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわ

りを通じて行われることも少なくない。通常の業務の中で、主治の医師や看護

師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき個別サービス計画の見直しが行

われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。なお、加算の要件を満

たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成す

ることは要しない。 
【Ｑ＆Ａ H27.4.1】 
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⑨ 【定期】自己評価と外部評価の方法はどのように変わるのか？ 
 
平成２７年度から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における自己

評価・外部評価の手法が見直されました。 
 
 
 
 

 

【１．評価の流れ】 

１ 自己評価  

 ①自己評価の実施 

事業所がサービス内容について振り返りを行い、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所として提供するサービスについて個々の従業者の問題意識を向上させる 

※平成２７年度より、「自己評価・外部評価 評価表」により、評価項目が示されま

した。 

２ 外部評価  

 ①事前に介護・医療連携推進会議メンバーに事業所が行った自己評価結果の配布（※

開催の１～２週間前） 

②介護・医療連携推進会議の開催 

事業所で提供されているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、第

三者の観点から評価を行うことにより、新たな課題や改善点を明らかにする 

※やむを得ない事情により、介護・医療連携推進会議メンバーの出席が困難な場合

であっても、事前に資料を送付し得た意見を介護・医療連携推進会議に報告する

等により、一定の関与を確保すること。 

３ サービス評価まとめ  

 ①事業所は、介護・医療連携推進会議で出された意見等を集約・確認し、「自己評価・

外部評価 評価表」（外部評価コメント欄）に記載 

４ 評価の公表  

 ①次回の介護・医療連携推進会議で報告し評価を確定 

②「自己評価・外部評価 評価表」を事業所の見えやすい場所に掲示し公表するとと

もに、市介護保険課へ提出 

 

 
 

「自己評価」は、「自己評価・外部評価 評価表」を用いて行ってください。 

「外部評価」は、介護・医療連携推進会議のメンバーと一緒に行います。  
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【２．評価様式等の説明】  

自己評価 

自己評価・外部評価 評価表（別紙１） 

※公表義務あり 

※市介護保険課に提出 

☞個々の従業者の問題意識を向

上させるため、事業所の全ての従

業者が関わる形で行うことが望

ましい 

外部評価 

☞介護・医療連携推進会議におい

て、事業所自己評価結果の説明を

行い、今後の改善の進め方につい

て、第三者の観点からの意見を募

る（１年に１回以上） 

評価結果の

公表及び市

への提出 

☞介護・医療連携推進会議で出さ

れた意見を集約し、外部評価コメ

ント欄に記載する 

※評価様式は、市ホームページからダウンロードできます。 
〔ホームページ掲載場所〕 

 下関市ホームページトップページ（http://www.city.shimonoseki.lg.jp/） 

 → 事業者の方へ  

 → 保健・福祉 

 → 介護保険 

 → 地域密着サービス事業所の運営推進会議を活用した評価の実施について 

 

【３．結果の公表】 

（１）事業所における評価結果の公表 
法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所への掲示などの方

法により、以下の書類の公表が必要です。 
■自己評価・外部評価 評価表（別紙１） 

 

（２）市における評価結果の公表 
 各事業所は、上記評価結果を市介護保険課へ電子メールにより提出して下さ

い。市は、市役所窓口、１２包括支援センター窓口にて閲覧しやすい場所に掲

示します。 
介護保険課事業者係 Ｅ-mail：kaigojigyo@city.shimonoseki.yamaguchi.jp 

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/
mailto:kaigojigyo@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
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⑩ 住宅型有料老人ホーム等に併設される事業所の人員配置について 
 
 昨年度の市集団指導より、常勤の従業者が複数の介護保険サービス事業所を

兼務する場合の勤務時間について、適切な管理と人員基準の遵守をお願いして

いるところです。 
 今回は、山口県「平成２６年度 介護保険施設等集団指導」※にて説明された

内容に基づき、住宅型有料老人ホーム等職員と訪問介護員とを兼務する従業者

の勤務管理について以下のとおり掲載いたしますので、本市事業者様におかれ

ましても、今一度点検をお願いいたします。 
 ※下関市と取扱いの異なる部分については、下関市の事業者様向けに見直しています。 

 
 １ 勤務時間の区分  

○ 介護保険事業者は、適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を

定めておかなくてはなりません。  

○ 同一敷地内において、いくつかの事業所が併設されている場合にあっても、それぞれの事業

所ごとに従業者の勤務時間を区分し、勤務表を作成する必要があります。住宅型有料老人ホ

ーム等が併設されている場合も同様です。 

 

 ２ 勤務時間の整理  

○ 当該事業所に勤務している時間かどうかは職員の勤務の実態により判断することとなります。

例えば、有料老人ホーム等の夜勤職員の配置をもって、訪問介護事業所の勤務時間とするこ

とはできません。  

○ 当該夜勤職員が訪問介護を実施する場合には、訪問介護に直接関係する時間（訪問介護サ

ービスを提供し、サービス提供記録をつける等）を、訪問介護事業所の勤務時間として整理し

てください。これ以外の時間帯については、有料老人ホーム等の業務に当たっている時間と

なります。  

○ また、日中の時間帯についても、有料老人ホーム等の業務に当たる職員が訪問介護事業所

の従業者を同時並行的に兼務している場合は、訪問介護に直接関係する時間のみを、訪問

介護事業所の勤務時間として整理してください。  

○ なお、時間帯により有料老人ホーム等と訪問介護事業所で勤務時間を明確に区分できる場

合には、当該時間帯により区分し整理してください。 

 

 ３ 常勤・常勤換算  

○ 介護保険事業所における「常勤」は、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において

定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（週32時間を下回る場合は、32時間）に



平成２７年度下関市介護保険サービス事業者集団指導《個別編》３ 

（訪問介護、介護予防訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護） 

26 
 

達していることをいいます。  

○ 介護・看護職員のような直接処遇職員については、一部の例を除き、解釈通知にいう「同時並

行的に行われることが差し支えない職種」とは認められないため、雇用形態として事業者から

常勤職員として採用されている場合であっても、介護保険制度上の常勤職員とは認められま

せん。【平成26年度下関市集団指導資料《共通編》P.16】 

○ 事業所の人員基準を満たすためには、当該事業所において実際に勤務している必要があり、

法人の常勤要件を満たすこと＝当該事業所の人員基準を満たすこととはならないことに注意

してください。

 

４ 管理者  

○ 事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にあ

る他の事業所、施設等の職務に従事することができます。 

○ 住宅型有料老人ホーム等が併設される場合もこれに該当します。  

  

５ 訪問介護事業所のサービス提供責任者  

○ 訪問介護事業所の人員基準で配置が必要とされている常勤のサービス提供責任者は、専従

要件があるため、有料老人ホーム等の職務に従事することはできません。当該訪問介護事業

所の管理者のみ兼務可能です。 

○ 人員基準で配置が必要とされている非常勤のサービス提供責任者又は人員基準を超えて配

置されているサービス提供責任者については、サービス提供責任者として勤務していない時

間帯について、有料老人ホーム等の職務に従事しても差し支えありません。 

  

勤務時間 常勤換算

管理者（専） ８ １６ ０．０ １６ ４０ 常勤兼務・B

サ責 ０ ４０ １．０ ０ ４０ 常勤専従・A

訪問介護員 ８ ２４ ０．６ ８ ４０ 非常勤専従・C

訪問介護員 ０ ２４ ０．６ ０ ２４ 非常勤専従・C

訪問介護員 ８ ８ ０．２ ８ ２４ 非常勤専従・C

計 ２．４

（例）常勤の職員が勤務すべき時間数が週40時間の有料老人ホームと訪問介
護事業所、通所介護事業所が併設されている場合【訪問介護事業所の視点】

※訪問介護事業所の常勤換算数が2.5を下回っており、
人員基準欠如状態

訪問介護有料職種 通所介護 合計 勤務形態・記号

下関市では、勤務時間を明確に区分した結果、訪

問介護事業所においては訪問介護員は専従であ

るため、非常勤専従・C と判断します。
※山口県とは解釈が異なります。
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⑪ 自費サービス（介護保険外サービス）の提供を行う場合の取扱

いについて 
 
 指定訪問介護※事業所において、介護報酬の対象外となるサービスを提供した

場合、利用者やその家族の事前の同意を得て、当該サービスに係る料金の支払

いを受けることが可能です。 
 この場合において、サービス提供範囲及び従業者の勤務時間の取扱いは下記

のとおりとなります。 
 
※指定介護予防訪問介護、指定（介護予防）訪問入浴介護、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護、指定夜間対応型訪問介護についても同様です。 
 
（１）自費サービスの提供範囲 

介護保険給付の対象とならないサービス（自費サービス）については、介護

保険の規定による制限を受けないため、サービス提供の対象者、サービス提供

を行う者、サービス提供に係る料金等、すべてを事業者が自由に設定すること

が可能です。 
なお、当該サービスを提供する場合は、介護保険サービスとは異なる事業で

あるということについて、事前に利用者やその家族に十分説明を行い、同意を

得るよう留意してください。 
 
（２）自費サービスを行う従業者の勤務時間について 

 介護保険サービスとは異なる事業として自費サービスの提供を行う時間につ

いては、当該従業者が勤務する指定訪問介護事業所における勤務時間に含める

ことはできません。 
 したがって、常勤を要件とする職種の者については、原則として自費サービ

スの提供に従事できないことに留意してください。 
 ただし、下記例のように、介護保険サービスの提供時にやむを得ず自費サー

ビスが発生するような場合に限り、勤務時間の区分を行わないことが可能です。 
 
（例１）訪問介護の通院介助中に介護保険適用外の時間（待ち合い時間等）が発生する場合 
（例２）夜間対応型訪問介護で随時訪問を行った際に、結果的に安否確認のみになった場合（初

めから安否確認目的で訪問する場合は非該当） 
 
 なお、介護保険サービスと自費サービスを分けて提供できる内容（例：掃除

＋草抜き）であれば、たとえ連続してサービスを行う場合であっても、勤務時

間を分ける必要があります。 
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⑫ 別居親族へのサービス提供について 
 
 別居親族による訪問介護サービスの提供について、明確な規定はありません

が、介護給付の適正化の観点から、下関市においては、特段の事情※がない限り、

基本的に望ましくない旨を説明してきました。 
 このたび、他市の取扱いや平成２６年度市集団指導後に実施したアンケート

結果も踏まえ、市の取扱いを以下のとおりとしますので、各事業所におかれま

しては、担当訪問介護員の調整等適切な対応をお願いいたします。 
 なお、これにより、これまでの指導内容が変更されるものではありません。 
※「特段の事情」の例・・・下記２参照 
 
●別居親族によるサービス提供についての取扱い 
１．親族※に対する介護は本来当然に行われるべきものだと考えられること、ま

た業務としての援助と親族としての援助の線引きが難しいことから、別居親族

である訪問介護員が提供せざるを得ない特段の事情がない限り、当該訪問介護

員による指定（介護予防）訪問介護サービスの提供は行わないようにしてくだ

さい。 
※「親族」の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を言います。 
 また、遠戚であっても、日頃より頻繁に行き来がある場合は「親族」と同様とみなします。 
２．上記１の特段の事情とは、下記①又は②に限ります※。 
①利用者の認知症状等の心身状況により介護拒否がある等、当該訪問介護員でな

ければ必要なサービスが提供できない介助上の理由が認められる場合 

②周辺に対応できる事業所がなく、シフト上、当該訪問介護員が援助を行うことがや

むを得ない場合等、地域性及び緊急性が認められる場合 

この場合、当該利用者が上記１の特段の事情を有する状態にあるか否かは、担

当の介護支援専門員等が判断してください。また、判断した理由については、

サービス担当者会議の記録や居宅サービス計画に記録してください。 
※利用者本人が希望している、事業所内の人員不足等の都合による等の理由は認められません。 

３．上記２により特段の事情があると判断された場合においても、１カ月～数

カ月程度で設定した一定期間のうちに、別の訪問介護員（当該事業所の訪問介

護員を含む。）に交代するよう検討に努めてください。 
４．現在、上記①又は②以外の理由で、別居親族である訪問介護員がサービス

を提供している事例がある事業所においては、平成２７年１２月末日までを経

過措置として指導の対象とはしませんが、速やかに見直しをお願いいたします。 
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●参考～アンケート結果 

平成２６年度市集団指導に出席した７７事業所に対し「（介護予防）訪問介護サービス提

供に関するアンケート」を実施し、うち６３の事業所よりご回答いただきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別居親族の訪問介護員によるサービス提供を行っている事例が「ある」（9／63事業所、

全体の14％）と回答した事業所に対し、グラフ③の回答結果について今後の事業所の方針

についても質問したところ、以下の回答を得ました。 

・（グラフ③の）事情・理由により、今後も提供する…4事業所（44％） 

・別居親族以外の従業者での対応へ移行を考えている…4事業所（44％） 

・その他（利用者本人・人員の状況によりヘルパーの割り当てを実施する）…1事業所（11％） 

一方、別居親族の訪問介護員によるサービス提供は「ない」（54／63事業所、全体の

86％）と回答した事業所に対し、その理由を質問したところ、以下の回答を得ました。 

・利用者の親族が事業所にいない…44事業所（81.5％） 

・別居親族がサービス提供を行わないよう、シフトに配慮している…8事業所（14.8％） 

・その他（利用者は希望したものの別居親族が拒否等）…3事業所（5.6％） 

ア イ 回答総数

9 54 63

ア．ある, 
14%

イ．ない, 86%

別居親族の訪問介護員によるサービス提供の

有無

ア イ ウ エ オ
0 4 1 2 2

ア．配偶者

0%

イ．子または子

の配偶者
45%

ウ．孫または孫

の配偶者
11%

エ．兄弟姉妹ま

たはその配偶

者

22%

オ．その他

22%

提供を行っている別居親族の利用者との続柄

※複数回答

ア イ ウ エ オ カ
7 0 3 2 0 0

7

0

3

2

0

0

ア．利用者本人が希望

イ．ヘルパー自身が希望

ウ．人員の都合

エ．介助上の理由

オ．理由なし

カ．その他

別居親族がサービス提供を行っている理由

ア イ ウ
44 8 3

ア．利用者の

親族がいない, 
80%

イ．シフトに配

慮

15%

ウ．その他

5%

別居親族がサービス提供を行っていない理由

※複数回答

グラフ①
グラフ②

グラフ③ グラフ④
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⑬ 【訪介・訪入・夜間】訪問したがサービス提供ができなかった

場合の取扱いについて 
 
 訪問介護・訪問入浴介護・夜間対応型訪問介護においては、計画に位置付け

られたサービスを実施するために利用者宅を訪問した結果、利用者の心身の状

況により、サービス提供が困難である場合があり得ます。 

 このような場合、計画に位置付けられたサービスを一部実施している場合や、

当該サービスの代替となるサービスを行っている場合であれば、実施したサー

ビスに応じて算定を行うことが可能ですが、安否確認や体調確認等に終始した

場合には、当該訪問について算定することはできません。 

 なお、介護保険による算定ができない部分について、利用者やその家族等か

ら事前に同意を得た上で、自費サービスやキャンセルとして取扱い、料金を徴

収することは差し支えありません。 
 
【例１】訪問介護・訪問入浴介護 

 入浴介助（１時間）のために利用者宅へ訪問したが、認知症状のため拒否があり、1時間

対応したが結局入浴できなかった。 

⇒サービス提供がなされていないため、算定不可。 
 
【例２】訪問介護・訪問入浴介護 

 入浴介助（１時間）のために利用者宅へ訪問したが、認知症状のため拒否があり、清拭

（３０分）に切り替えて援助を行った。 

 ⇒【訪介】清拭（３０分）について算定可能※。 

  ※担当ケアマネジャーと連携を図り、了解を得ていることが必要です。 

 ⇒【訪入】所定単位数の７０％の単位数を算定可能※。 

  ※障害福祉の訪問入浴サービス事業と取扱いが異なります。 
 
【例３】訪問介護 

 入浴介助（１時間）のために利用者宅へ訪問したが、認知症状のため拒否があったため、

利用者の受け入れ態勢を整えた後（３０分）、入浴介助（１時間）を行った。 

 ⇒当該認知症の利用者が入浴介助の受け入れ態勢ができるまでの所要時間を含む、入浴

介助を提供するために必要と認められる所要時間※について算定可能。 

  ※必要な所要時間については担当ケアマネジャーが判断します。なお、利用者が受け入れ態勢になる

までただ待機していた時間や、認知症状による拒否等がない場合の単なる対話の時間は含みません。 

 
【例４】夜間対応型訪問介護 

 おむつ交換（定期巡回サービス）のために利用者宅へ訪問したが、排泄がなく、結局安

否確認と水分補給のみ行った。 

 ⇒計画に位置付けたサービス提供が行われていないため、算定不可。 
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⑭ 【訪介・定期・夜間】訪問介護員が行えない行為（医行為）に

ついて 
 
 訪問介護員が行うことが可能である、「医行為」ではないと考えられる行為に

ついては、「医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第

３１条の解釈について（通知）」（平成１７年７月２６日付医政発第０７２６０

０５号厚生労働省医政局長通知）において解釈が示されているところですが、

当該通知において記載がなく、個別に「医行為」又は訪問介護員が行うことが

適切ではないと判断される行為については、下記のとおりです。 
なお、下記以外の援助についても、再度、医師、看護師等の医療に関する免

許を有しない者が行うことが適切か否かを十分検討してください。 
※下記（１）～（３）については、山口県地域医療推進室に確認済です。 
 
（１）留置カテーテルの取扱いについて 

尿路感染の危険性が高いことから、留置カテーテルを扱う援助（カテーテル

と蓄尿バッグの接続や解除、蓄尿バッグの排液口からの尿の破棄等）は医行為

に該当し、訪問介護員による対応はできません。 
したがって、留置カテーテルの対応が困難な利用者については、訪問看護に

よる対応を検討してください。 
なお、利用者本人が尿を蓄尿バッグからバケツ等に移しており、当該バケツ

等の中に溜められた尿を破棄するだけであれば、ポータブルトイレ内の尿の破

棄（生活援助）と同様に、訪問介護員による対応が可能です。 
 
（２）点滴を実施する際の見守り等について 

 利用者が点滴の処置を受けている間の見守りについては、利用者の状態の観

察を必要とするのであれば処置の一環であり、状態の観察を要しないのであれ

ば、そもそも必要ないサービスであるため、訪問介護員による対応はできませ

ん。 
 また、点滴が終了した際の抜針等は、処置の一環であり、当然に医行為に該

当するため、訪問介護員による対応はできません。 
 
（３）フランドルテープ等の貼付について 

フランドルテープ等の循環器系に作用する貼付薬や、ホクナリンテープ等の

呼吸器系に作用する貼付薬は、副作用の危険性が大きいため、上記通知にて示

されている「皮膚への湿布の貼付」には該当せず、「医行為」に該当するため、

訪問介護員による対応はできません。  
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⑮ よくある質問・留意事項について 
 
（１）訪問時の駐車場について 
 利用者宅へ訪問する際に車両を使用する場合、その駐車料金については、以

下のとおり取り扱います。 
 
①利用者宅が通常の事業の実施地域内の場合 ⇒ 事業所負担 

②利用者宅が通常の事業の実施地域外の場合 ⇒ 利用者負担※ 

 ※事前に文書により説明し、同意を得る必要があります。 

 
 なお、①において、利用者が所有している又は別の利用目的のために借りて

いる駐車場を利用することは差し支えありませんが、利用者が訪問サービスを

受けるために駐車場の賃貸借契約を交わすことは適切ではありません。事業所

において該当事例がないかご確認の上、適切に対応してください。 
 
（２）障害福祉サービスとの併用について 

 ６５歳以上の利用者については、障害福祉サービスに優先して介護保険サー

ビスを利用することとされていますが、介護保険サービスと障害福祉サービス

を併用し、介護保険の区分支給限度基準額を超過したサービスを障害福祉サー

ビスに位置付けている利用者については、介護保険サービスの中止等により結

果的に介護保険の区分支給限度基準額に余りが出た場合であっても、障害福祉

サービスを介護保険サービスに位置付け直す必要はありません。当初のケアプ

ランに位置付けた介護保険サービスと障害福祉サービスの内容により、請求の

振り分けを行ってください。 

 

予定
実績

※区分支給限度基準

額が余っている状態

実績
※区分支給限度基準額いっぱい

まで介護保険サービスを使って
いる状態

中止分

障害福祉利用分

中止分

↑
区分支給限度基準額に余りが出た場合
でも、障害福祉サービスを介護保険

サービスに振り替える必要はありませ
ん

区分支給限度

基準額

（負担限度額）
介護保険利用分

障害福祉利用分 障害福祉利用分

介護保険利用分
介護保険利用分
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（３）入退院時の対応について【訪介・定期・夜間】 

入院の準備や入退院時の介助については、原則家族等が対応を行う必要があ

りますが、利用者が独居や高齢者世帯であって、家族等の介助可能な人物が遠

方にしかいない等のやむを得ない場合であれば、介護保険にて対応することが

可能です。 

ただし、医療機関受診時に利用者の入院が決定した場合、その後の検査にか

かる介助等（身体介護に該当するサービス）については、当然に医療機関スタ

ッフが対応すべきものであるため、介護保険にて対応することはできません。 

また、この場合の買い物等の入院準備（生活援助に該当するサービス）につ

いても、「居宅から」若しくは「居宅へ」の一連の行為に当たらないため、介護

保険にて対応することはできません。 

 

（４）利用者に対する見守り・声掛けについて【訪介・夜間】 

 アセスメントの上で自立と認められる動作を行う利用者に対して、声掛けや

見守りを行うだけの時間は、身体介護にも生活援助にも該当しないため、算定

できません。 
特に、利用者がインシュリンを自己注射する際の見守り・声掛けについては、

インシュリン注射が医行為であるため、「安全を確保しつつ常時介助できる状態

で行う見守り」に該当せず、訪問介護員が行うことはできません。 
 
（５）介護予防・日常生活支援総合事業の取扱いについて【訪介】 

 平成２７年度制度改正により、介護予防訪問介護は介護予防・日常生活支援

総合事業（以下「新総合事業」という。）に移行することとなりました。 
この新総合事業について、下関市においては平成２９年４月１日の実施予定

となっています。 
そのため、現時点で新総合事業について運営規程や重要事項説明書に記載し

ている事業所においては、利用者の混乱を防ぐため、新総合事業についての記

載を削除するようお願いします。 
また、介護予防訪問介護の記載を削除されている場合は、再度記載してくだ

さい。 
 なお、事業所の利用者に、平成２７年度から新総合事業を実施する自治体の

被保険者がいる場合には、運営規程や重要事項説明書の記載方法を含めた運営

上の留意事項について、当該自治体にご確認ください。 
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⑯ 各種通知について 
 
（１）同居の家族等がいる場合の生活援助の提供範囲について 

訪問介護における生活援助については、同居の家族等がいる場合、障害、疾

病等の理由のほか、やむを得ない事情により、本人及び当該家族等が家事を行

うことが困難な場合のみ算定することができます。 
このときの生活援助の提供範囲について、下関市における取扱いを整理した

通知※（別紙１）を発出していますので、提供可能な範囲を超える生活援助を提

供している事例がないか、各事業所において確認をお願いします。 
なお、「同居家族等がいる場合の生活援助 相談票」については、従来どおり

提出が必要です。当該相談票の取扱いに関しても、平成２７年４月２日に留意

事項を改正していますので、担当ケアマネジャーと十分に連携してください。 
 

※「同居の家族等がいる場合の生活援助の提供範囲について（通知）」（平成２７年１月１

９日付け下介第８３号） 
 
（２）金銭管理について 

 「訪問介護員等による金銭管理について（通知）」（平成２０年９月１６日付

け下介第１３９２号）（別紙２）において通知しているところですが、訪問介護

員等が利用者の金銭を取り扱うことはトラブルに発展する危険性が高いことか

ら、日常品の買い物の援助の範囲を超える現金や通帳を取り扱う援助について

は介護保険給付の算定対象外としています。また、日常品の買い物の援助の範

囲内である場合においても、利用者に預かり証を交付する等の対応をすること

により、利用者等から疑念を抱かれることがないように十分留意してください。 
 なお、金銭管理等が困難な利用者に対しては、地域福祉権利擁護事業や成年

後見制度等、公的な制度の利用を勧めてください。 
 
 その他通知についても、下関市ホームページ内「介護保険サービス事業者関

係通知集」にて掲載していますので、今一度各事業所においてご確認ください。 
 
〔ホームページ掲載場所〕 

下関市ホームページトップページ（http://www.city.shimonoseki.lg.jp/） 

→ 事業者の方へ 

→ 保健・福祉 

→ 介護保険 

→ 介護保険サービス事業者関係通知集（平成○○年○○月○○日現在）  

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/
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 別紙１  

下 介 第 ８ ３ 号  
平成２７年１月１９日  

 
各指定（介護予防）訪問介護事業所 
各指定居宅介護支援事業所 
各指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 
各指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所 
各指定介護予防支援事業所 

 
下関福祉部介護保険課    
課長 五十嵐 修二   
（ 公 印 省 略 ）   

 
同居の家族等がいる場合の生活援助の提供範囲について（通知） 

 
 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 平素より介護保険事業の適切な運営にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、訪問介護（注１）における生活援助については、単身の世帯に属する利用者又は家族

若しくは親族（以下「家族等」という。）と同居している利用者であって、当該家族等の障

害、疾病等の理由のほか、やむを得ない事情により、当該利用者又は当該家族等が家事を

行うことが困難であるものに対して行った場合に算定することと定められています。 
このたび、当該生活援助の提供範囲について、別紙のとおり整理いたしましたので、お

知らせいたします。 
つきましては、別紙内容をご確認の上、適正にご対応いただきますようお願い申し上げ

ます。 
なお、利用者が、上記「当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難である」状

況であるかどうかについては、適切なアセスメントにより、判断を行ってください。 
また、同居の家族等がいる場合の「同居家族がいる場合の生活援助 算定相談票」につ

いては、従来どおり提出（注２）が必要であるため、十分ご留意ください。 
 

（注１）介護予防訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、（介護予防）小規模多機能型居宅介護に

ついても同様に取り扱います。 
（注２）定期巡回・随時対応型訪問介護看護、（介護予防）小規模多機能型居宅介護については、今後も相

談票の提出は求めませんが、生活援助の提供範囲については同様に取り扱いますので、本通知の趣旨に

沿った適切なサービス提供をお願いします。 
 
 

下関市福祉部介護保険課事業者係 
〒７５０－０００６ 
下関市南部町２１－１９ 
（下関商工会館４階） 

TEL：０８３－２３１－１３７１ 
FAX：０８３－２３１－２７４３ 

管理者 様 



平成２７年度下関市介護保険サービス事業者集団指導《個別編》３ 

（訪問介護、介護予防訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護） 

36 
 

平成２７年１月１９日 
下関市福祉部介護保険課 

 
同居の家族等がいる場合の生活援助の提供範囲について（通知） 

 
 下関市において、同居の家族等がいる場合に生活援助が提供可能な範囲については、以

下のとおりです。 
 なお、指定訪問介護事業所（注１）が、算定対象外の部分を自費対応、または、無償で提供

することを妨げるものではありません。 
 
（１）要介護者等のみに対し行う家事 
 同居の家族等の障害、疾病等の理由、その他やむを得ない事情により、当該利用者又は

当該家族等が家事を行うことが困難である場合には、算定可能です。 
（例：利用者のみが使用する寝室の掃除、利用者のみの衣類の洗濯） 
 
（２）要介護者等及び同居の家族等に対し行う家事 
 同居の家族等も使用する部分であれば、たとえ要介護者等がいない場合であっても当然

に当該家族等が行う家事であるため、介護保険に優先して当該家族等が行うことが適当で

あるものと判断し、算定することはできません。 
（例：利用者とその家族が共用するトイレの掃除、利用者とその家族の衣類の洗濯） 
 ただし、要介護者等の身体状況や認知症状等により、通常同居の家族等が行うべき家事

の範囲を超えた家事の必要性が生じる場合（例：認知症状に起因する異常行動により、多

大な汚染が生じている場合）には、当該部分の対応については算定可能です。 
（例：排泄失敗により汚染があるトイレ・廊下の掃除） 
 また、同居の家族等が障害認定を受けている場合であって、家事を行うことが困難であ

る場合には、当該家族等に対しても家事援助が必要となります。この場合、障害福祉サー

ビスではなく介護保険サービスによる対応が優先されるべきであるため、算定可能です。 
なお、たとえ同居の家族等が障害認定を受けている場合であっても、当該家族等が行う

ことが可能である家事については、算定することはできません。 
また、同居の家族等が児童（注２）である場合であって、家事を行うことが困難である場合

には、当該家事については算定可能です。 
この場合についても、当該家族等が行うことが可能である家事については、算定するこ

とはできません。 
 
（３）同居の家族等のみに対し行う家事 
 主として家族の利便に供する行為であり、要介護者等に対して行う生活援助には含まれ

ないため、算定することはできません。 
（例：家族のみが使用する部屋の掃除、家族のみの衣類の洗濯） 
 
（注１）介護予防訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、（介護予防）小規模多機能型居宅介護に

ついても同様に取り扱います。 
（注２）児童福祉法に基づき、満 18歳に満たない者をいいます。 
 

別紙 
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 別紙２  

下 介 第 １ ３ ９ ２ 号 

平成２０年９月１６日 

 
 各指定訪問介護事業所管理者 様 
 

下関市福祉部介護保険課長   
 

   訪問介護員等による金銭管理について（通知） 
 
平素から本市介護保険事業の円滑な運営にご理解ご協力をいただき厚く御礼

申し上げます。 
 標記の件について、従前より、金銭管理等が困難な利用者に対しては、地域

福祉権利擁護事業や成年後見制度の活用により対応していただくようお願いし

ておりますが、このところ、訪問介護員等が金銭管理を行うことに起因しトラ

ブルが発生した事案が多数報告されております。 
つきましては、各事業所においてサービス利用者の信頼を裏切ることのない

よう、下記の点に十分留意し適正な事業運営を図ってください。 
 

記 
 
１ 管理者等は、訪問介護サービスが利用者等の信頼の上に成り立っているこ

と、また介護保険の事業所が社会的に大きな責任を担っていることを再認識

し、金銭トラブルが生じないよう適時、的確な相談や指導を行うこと。 
２ 訪問介護サービスの大部分は高齢者の居宅で単独の訪問介護員によって提

供されるものであることから、不要な金銭管理を行うことによって、利用者

等から疑念を抱かれることがないように十分留意すること。 
３ 訪問介護サービスとして行うことのできる日常品等の買い物の援助は、食

料品など、利用者が日常生活を送る上で必要な範囲に限られており、その範

囲を超える現金や通帳を預かることはできないものであること。 
４ 金銭管理等が困難な利用者に対しては、地域福祉権利擁護事業や成年後見

制度等、公的な制度の利用を勧めること。なお詳細については、市、地域包

括支援センターまたは社会福祉協議会に相談すること。 
 

【問い合わせ先】 
〒750-8521 下関市南部町１－１ 
下関市福祉部介護保険課 給付係 

担当：東矢、藤井 
TEL ０８３－２３１－１３７１ 


